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平成２８年９月東総地区広域市町村圏事務組合議会定例会議事日程 

 

 

平成２８年１０月１７日（月）午後２時開会 

 

 

 

日程第 １ 開  会 

日程第 ２ 議席の指定 

日程第 ３ 会期の決定 

日程第 ４ 会議録署名議員の指名 

日程第 ５ 議案の上程       

議案第１号  平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計歳入 

歳出決算の認定について 

議案第２号  平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふる 

さと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第３号  平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物 

 処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

日程第 ６ 提案理由の説明 

日程第 ７ 議案質疑 

日程第 ８ 討論、採決 

日程第 ９  閉  会 
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出席議員（９名） 

１番  石 上 允 康  君     ２番  笠 原 幸 子 君 

３番  地 下 誠 幸 君     ４番  平 野 忠 作 君  

５番  滑 川 公 英 君     ６番  景 山 岩 三 郎 君   

７番  栗 田 剛 一 君     ８番  苅 谷 進 一 君 

９番  浅 野 勝 義 君 

 

                                          

欠席議員 

な し   

                                         

説明のため出席した者 

    管 理 者   明 智 忠 直 君 

    副 管 理 者   太 田 安 規 君 

    副 管 理 者   越 川 信 一 君 

    事 務 局 長   鈴 木 浩 昌 君 

    会 計 管 理 者   島 田 知 子 君 

    施設整備課長   鴨 作 勝 也 君 

    施設整備課主査   宮 内 雄 治 君 

    施設整備課主査   江 波 戸 英 樹 君 

    総務課副主査   石 毛 好 美 君 

 

                                         

事務局出席者 

書     記   小 林 敦 巳 

書     記   小 澤  隆  
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○事務局長（鈴木浩昌君） それでは、会議の前に、配付資料の確認をさせていただき 

ます。議案第１号から第３号の平成２７年度決算書、平成２７年度決算に係る主要施 

策の成果、平成２７年度決算審査意見書を事前に配付させていただきましたが、ござ 

いますでしょうか。また、本日、議事日程、席次表、説明者一覧を各議席に配付させ 

ていただきましたが、ございますでしょうか。 

ありがとうございました。最後に、当組合の会計管理者を紹介いたします。旭市の 

島田会計課長でございます。 

○会計管理者（島田知子君） 旭市の会計管理者の島田と申します。よろしくお願いい 

たします。 

                                            

開  会（午後２時００分） 

○議長（石上允康君） ただいまから、平成２８年９月東総地区広域市町村圏事務組合

議会定例会を開会します。ただいまの出席議員は、９名でございます。 

よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

なお、議案説明のため、管理者、副管理者、事務局長ほか説明員の出席を求めてお

ります。 

                                          

議席の指定 

○議長（石上允康君） 日程第２、議席の指定でありますが、議席は、匝瑳市議会会議 

規則第４条第１項の規定を準用し、ただいまご着席のとおり指定いたします。 

                                                               

会期の決定 

○議長（石上允康君） 日程第３、会期の決定でありますが、本日限りといたしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

           （「異議なし」の声多数あり） 

○議長（石上允康君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日限りと決しました。 
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会議録署名議員の指名 

○議長（石上允康君） 日程第４、会議録署名議員の指名を行ないます。匝瑳市議会会 

議規則第８８条の規定を準用し、議長において、５番滑川公英議員、６番景山岩三郎

議員の両名を指名いたします。 

                                            

議案の上程 

○議長（石上允康君） 管理者より送付を受けております議案は、議案第１号から議案

第３号までの３議案であります。配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声多数あり） 

○議長（石上允康君） 配付漏れなしと認めます。 

  日程第５、議案第１号から議案第３号までの３議案を一括上程いたします。 

  職員により、議案の朗読をいたします。 

○書記（小林敦巳） それでは、提出議案について朗読いたします。 

議案第１号、平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算の

認定について、 

議案第２号、平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村

圏事業特別会計歳入歳出決算の認定について、 

議案第３号、平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別 

会計歳入歳出決算の認定について、 

以上、３議案でございます。 

                                          

提案理由の説明 

○議長（石上允康君） 議案の朗読は終わりました。管理者から、あいさつを兼ねまし

て、提案理由の説明を求めます。 

○議長（石上允康君） 明智管理者。 

○管理者（明智忠直君） 本日ここに、平成２８年９月東総地区広域市町村圏事務組合

議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中

ご参集を賜りましたこと、心から厚くお礼申し上げます。 
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今回の定例会に提出いたします案件は、３議案でございます。 

内容につきましては、後ほど提案理由の説明で申し上げることといたしますが、慎重

なご審議のうえ、ご賛成いただきますようお願い申し上げます。 

 ここで、当組合事業の近況について、ご報告いたします。 

はじめに、銚子連絡道路の整備促進について申し上げます。去る５月２４日に銚子市

青少年文化会館で、第１８回銚子連絡道路整備促進地区大会を開催いたしました。議員

の皆様には、公務ご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございました。お蔭を持

ちまして、盛大に地区大会を終えることができましたことを、厚くお礼申し上げます。 

また、１０月２８日には、地元選出国会議員、国土交通省、財務省へ、銚子連絡道路

の一日も早い完成を図るべく、要望活動を行ってまいります。 

次に、職員共同研修事業でありますが、圏域内職員が公務員として必要な基礎的知識

の習得、指導力の増進を図ることを目的に研修を実施しているところであります。 

本年度も、新任職員研修をはじめ、各種の研修を計画しており、９月末現在で、６課

程１８４名が研修を受講しております。 

 次に、本年で２５回目となりました中学生海外派遣研修でありますが、圏域内１５校

より３０名の参加をいただき、７月２６日から４泊５日の行程で、シンガポールへ研修

に行って参りました。外国の自然、産業、文化、歴史等を学ぶとともに、訪問校では、

盛大な歓迎を受け、和やかな雰囲気の中、交歓会を通じて、多くの現地学生と交流を深

めることができました。将来、この地域を担っていく子供たちが、この貴重な体験を生

かし、大きく育っていくことを期待しております。 

 次に、職員採用試験の受験状況について、ご報告いたします。 

本年は、７月２４日と９月１８日の２回実施しました。参加６団体で、１１職種、 

２４２名の方が受験し、昨年度と比較し、７０名の減となりました。 

次に、ごみ処理広域化推進事業について、ご報告いたします。 

 ごみ焼却施設につきましては、施設の設計・建設・運営の事業方式は、公設民営方式

いわゆるＤＢＯ方式とするため、今後の契約手続きを進める上で、事業者の選定基準の

検討や事業者からの提案内容の評価等が必要となります。そのため東総地区広域市町村

圏事務組合ごみ焼却施設建設運営事業者選定委員会の第１回目の会議を１０月１４日に

開催し、これらについて同委員会に諮問したところであります。 
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 また、環境影響評価手続きと並行して進めている、ごみ処理施設の設置に伴う都市計

画決定手続きについては、都市計画案の概要の縦覧を、構成３市と隣接する東庄町、神

栖市において１０月３日から行っております。 

 ごみ焼却施設の地元町内に対する貢献策については、８月２５日に開催した組合議会

全員協議会においてご協議いただき、８月３０日に野尻町地区対策協議会において、正

副管理者も出席し、貢献策の内容を説明しました。その後、これまでに１２町内におい

て、貢献策の説明並びに施設建設の同意についての話し合いが行われたところでありま

す。今後も、残りの４町内も含め、１１月３０日を期限に、速やかに事業に対する町内

の合意形成を図っていただけるよう、お願いして参る所存であります。 

 次に、最終処分場につきましては、平成２７年度に策定した施設整備基本計画に基づ

き、平成２８年度中に基本設計を策定する予定であり、現在、関係機関などとの協議を

進めており、その結果などを踏まえ、最終的な施設レイアウト等を決定いたします。 

今後も、一日も早い施設建設の実現に向け、皆様方よりご意見を頂戴しながら事業を

進めて参りたいと考えておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 以上、組合事業の近況についての報告とさせていただきます。 

今後も、３市が協調を図り、東総地域の活性化に向けた事業展開を目指していきたい

と考えておりますので、議員の皆様の一層のご協力をお願い申し上げます。 

続いて、本議会に提案いたしました議案の提案理由を申し上げます。 

 議案第１号から議案第３号までは、平成２７年度各会計の決算の認定について、であ

りまして、議会の認定を求めるものであります。 

 議案第１号は、平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算で

ありまして、歳入総額４，９０６万１，１８９円、歳出総額４，５３７万４，４３８円、

差し引き３６８万６，７５１円となりました。 

議案第２号は、平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村

圏事業特別会計歳入歳出決算でありまして、歳入総額１，１８４万３，７４９円、歳出

総額１，００４万９，５８４円、差し引き１７９万４，１６５円となりました。 

議案第３号は、平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別

会計歳入歳出決算でありまして、歳入総額２億２２０万４，２４９円、歳出総額 

１億８，５３５万６，８３８円、差し引き１，６８４万７，４１１円となりました。 
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  以上、提案理由を述べさせていただきましたが、詳細につきましては、事務局より

内容説明をいたしますので、慎重なご審議のうえ、ご賛成いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（石上允康君） 続いて、議案第１号から議案第３号についての補足説明をさせ

ます。 

○議長（石上允康君） 事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） それでは、平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合一

般会計、東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計及び一般廃棄物処理事業特別会計の

歳入歳出決算の認定について、一括してご説明いたします。お手元の平成２７年度東

総地区広域市町村圏事務組合決算書の３ページをお開きください。 

はじめに、一般会計の歳入でございます。詳細につきましては、事項別明細書でご

説明いたしますので、ここでは合計のみの説明とさせていただきます。 

歳入合計は、予算現額４，８１０万８千円に対しまして、調定額、収入済額ともに、

４，９０６万１，１８９円で、不納欠損額、収入未済額はともになく、予算現額と収

入済額との比較は、９５万３，１８９円の増でございます。 

４ページをお開きください。歳出でございます。歳出合計は、予算現額４，８１０

万８千円に対しまして、支出済額は４，５３７万４，４３８円で、翌年度繰越額はな

く、不用額及び、予算現額と支出済額との比較はともに、２７３万３，５６２円でご

ざいます。歳入歳出差引残額は、３６８万６，７５１円でございます。 

続きまして７ページをお開きください。決算事項別明細書の歳入でございます。 

１款１項１目総務費負担金の収入済額４，７０７万８千円は、関係３市からの負担金

収入でございます。２款１項１目繰越金の収入済額１９６万１，７５１円は、前年度

からの繰越金収入でございます。３款１項１目雑入の収入済額２万１，４３８円は、

交際費預金利子収入及び職員共同採用試験に係る関係３市以外の参加団体からの負担

金でございます。 

８ページをお開きください。次に歳出の主なものをご説明いたします。１款議会費

の支出済額１９万７，０８７円は、組合議員の報酬及び旅費等でございます。２款総

務費の支出済額は、４，５１７万７，３５１円で、この内、２款１項１目一般管理費

の２節給料、３節職員手当等及び、４節共済費は、事務局長及び総務課職員、計５人
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分の人件費で、支出額は、４，０５９万７，９８３円でございます。 

９ページをご覧ください。１１節需用費は支出済額が１４７万９６４円で、その主

なものは、事務用品等の消耗品費が、４５万２，４１４円、庁舎の光熱水費が、 

６４万２，８０２円、また、修繕料は、車庫のシャッター交換やガス湯沸かし器等の

修繕で、１６万３，７２８円でございます。 

１３節委託料は、支出済額が１２０万９，０６０円でその主なものは、庁舎の機械

警備の委託料４８万９，８８８円、組合ホームページ保守・更新の委託料２５万 

９，２００円、敷地内の樹木伐採等業務委託料１２万５，２８０円、職員共同採用試

験に係る作文採点業務委託料６万４，１５２円でございます。１４節使用料及び賃借

料は、支出済額が４１万８９８円で、その主なものは、有料道路通行料や複合機・電

話機の賃借料でございます。 

１０ページをお開きください。１９節負担金、補助及び交付金は、支出済額４０万

２，６２３円で、その主なものは、職員共同採用試験に係る千葉県市町村総合事務組

合への負担金３６万３，７９３円でございます。２目企画費でございますが、 

１１節需用費、支出済額５５万４，６１０円は、毎年３月に発行しております組合広

報紙「ふるさと東総」の印刷費でございます。２項１目監査委員費は、監査委員２名

分の報酬及び旅費でございます。 

１２ページをお開きください。実質収支に関する調書については、記載のとおりで

ございますが、５の実質収支額は、３６８万７千円でございます。 

１３ページをご覧ください。財産に関する調書については、建物及び、物品の決算

年度中の増減は、ございませんでした。 

一般会計についての説明は、以上でございます。 

  １７ページをお開きください。続きまして、東総地区ふるさと市町村圏事業特別会

計でございます。はじめに歳入でございますが、歳入合計は、予算現額１，１８０万

５千円に対しまして、調定額、収入済額ともに１，１８４万３，７４９円で、不納欠

損額、収入未済額はともになく、予算現額と収入済額との比較は、３万８，７４９円

の増でございます。 

１８ページをお開きください。歳出でございます。歳出合計は予算現額１，１８０

万５千円に対しまして、支出済額は１，００４万９，５８４円で、翌年度繰越額はな
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く、不用額及び予算現額と支出済額との比較は、ともに１７５万５，４１６円で、歳

入歳出差引残額は１７９万４，１６５円でございます。 

続きまして、２１ページをお開きださい。決算事項別明細書の歳入でございます。

１款１項１目利子及び配当金の収入済額４万８，４７３円は、ふるさと市町村圏基金

の利子収入でございます。２款１項１目ふるさと市町村圏基金繰入金、収入済額 

８８３万１千円は、中学生海外派遣研修や、職員共同研修等の事業費の財源に充てる

ため、基金を取り崩すものでございます。 

３款１項１目繰越金の収入済額１１６万４，２７６円は、前年度からの繰越金でご

ざいます。４款１項１目雑入の収入済額１８０万円は、中学生海外派遣研修の参加負

担金でございます。 

２２ページをお開きください。歳出でございます。１款１項１目ふるさと振興費、

支出済額は、１,００４万９，５８４円でございます。９節旅費は、支出済額６３５万

６，２９８円で、その主な内容は、中学生海外派遣研修の３７名分の海外渡航費等で

ございます。１３節委託料、支出済額２１７万５，０３７円は、職員共同研修の講義

を民間事業者へ委託した経費でございます。１９節負担金、補助及び交付金、支出済

額７７万２千円は、山武・東総地域広域幹線道路網整備促進期成同盟会に対する負担

金でございます。 

２３ページをご覧ください。実質収支に関する調書については、記載のとおりでご

ざいますが、５の実質収支額は、１７９万４千円でございます。続いて、財産に関す

る調書でございますが、基金から８８３万１千円を取り崩したことから、決算年度末

の現在高は、６，３３９万５千円でございます。 

ふるさと市町村圏事業特別会計については、以上でございます。 

２７ページをお開きください。一般廃棄物処理事業特別会計でございます。はじめ

に歳入でございます。歳入合計は、予算現額２億２２０万５千円に対しまして、調定

額及び収入済額はともに２億２２０万４，２４９円で、不納欠損額、収入未済額はと

もになく、予算現額と収入済額との比較は、７５１円の減でございます。 

２８ページをお開きください。歳出でございます。歳出合計は、予算現額 

２億２２０万５千円に対しまして、支出済額は１憶８，５３５万６，８３８円で、翌

年度繰越額はなく、不用額及び予算現額と支出済額との比較はともに、１，６８４万
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８，１６２円でございます。歳入歳出差引残額は、１，６８４万７，４１１円でござ

います。 

続きまして、３１ページをお開きください。決算事項別明細書の歳入でございます。

１款１項１目衛生費負担金、収入済額８，４０９万８千円は、関係３市からの負担金

収入でございます。２款１項１目衛生費国庫補助金、収入済額５，３９８万４千円は、

循環型社会形成推進交付金でございます。この内、最終処分場の基本計画等総合支援

業務、測量業務及び地質調査業務が、平成２６年度からの繰越明許費で、その額が 

２，１６０万１千円でございます。３款１項１目繰越金、収入済額６，４１２万 

２，２４９円は、前年度からの繰越金収入でございます。この内、平成２６年度から

の繰越明許費が、４，３２０万４千円でございます。 

３２ページをお開きください。次に、歳出でございます。１款衛生費の支出済額は、

１億８，５３５万６，８３８円でございますが、その主な内訳として、１款１項１目

清掃総務費の２節給料、３節職員手当等、４節共済費は、施設整備課職員５名分の人

件費で、支出額は４，１９０万３，３８４円でございます。１９節負担金、補助及び

交付金、支出済額は、１９万２，６６２円で、主な内容は、施設整備課の執務室とし

て使用している銚子市役所４階事務室の庁舎管理費負担金１６万６，０２２円でござ

います。 

次に、３３ページをご覧ください。 

１款１項２目施設建設費でございますが、１１節需用費、支出済額１１３万７８４

円の主な内容は、事務用品等の消耗品費が２０万４８円、公用車の燃料費が１２万 

４，２５９円、また、印刷製本費７２万５，５５１円は、ごみ処理広域化推進事業の

進捗状況等を周知するために発行いたしました組合広報紙等の印刷費でございます。  

 １３節委託料、支出済額１億３，８９５万４，２４０円でございますが、広域ごみ

焼却施設建設の基本計画等総合支援業務は、平成２６年度から２９年度までの４年総

額１億８，０３６万円で契約したもので、契約２年目となる２７年度執行額が、 

８，７２５万５千円でございます。 

また、２６年度からの繰越明許分でございます、最終処分場の基本計画等総合支援

業務は、平成２７年度から２８年度の２年総額７，４９３万６，８８０円で契約した

もので、その１年目の２７年度執行額が、３，２２０万２千円でございます。また、
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測量調査業務が、１，１６２万２，９６０円、地質調査業務が、７８７万４，２８０

円でございます。１９節 負担金、補助及び交付金、支出済額２１６万５，１６０円は、

ごみ焼却施設の建設計画地である、野尻町地区１６町内に対する補助金でございます。 

３５ページをお開きください。実質収支に関する調書につきましては、記載のとお

りでございますが、５の実質収支額は、１，６８４万７千円でございます。 

一般廃棄 物処理事業特別会計の説明は、以上でございます。 

続きまして、平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合決算に係る主要な施策の

成果についてご説明いたします。別の冊子です。お手元の決算に係る主要な施策の成

果の１ページをお開きください。 

 はじめに、一般会計の職員採用試験合同実施事業でございますが、決算額は、 

５３万３，５６５円でございます。これは、採用試験の経費節減や、採用予定者の資

質の均一化を図るために、合同で実施しているものでございます。試験職種は、一般

行政職、技術職、保育士、保健師、消防職等で、応募者数３６２名に対しまして、受

験者数は、３１２名でございました。参加団体は関係３市を含む５団体で、団体別の

受験者数は記載のとおりでございます。 

次に、２ページをお開きください。東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計の職員

共同研修事業、決算額は、２５８万４，９７９円でございます。新任職員、初級職員、

中級職員、監督者等の８課程の研修を実施いたしました。修了者数は、３３１名でご

ざいました。 

３ページをご覧ください。東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計の中学生海外派

遣研修事業、決算額は、６６９万２，６０５円でございます。今回で２４回目の実施

となりますが、訪問国は、シンガポール・マレーシアで、圏域内１５校の中学２年生

３０名を対象に、７月２８日から４泊５日で実施しました。 

４ページをお開きください。東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計の銚子連絡道

路整備促進事業、決算額は、７７万２千円でございます。これは、山武・東総地域広

域幹線道路網整備促進期成同盟会に対する負担金でございます。主な活動状況は、５

月２５日に、匝瑳市八日市場ドームにおきまして、１７回目となる地区大会を開催い

たしました。また、７月９日に、地元選出国会議員や国土交通省など関係機関に対し、

要望活動を実施いたしました。 
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最後に、５ページをご覧ください。一般廃棄物処理事業特別会計のごみ処理広域化

推進事業、決算額は、１億４，３２６万７９２円でございます。はじめに、広域ごみ

焼却施設建設の取り組みでございますが、建設へのご理解が得られるよう、地元対策

協議会や個別町内会に対し、環境アセスの状況等の説明や先進施設の見学会を実施い

たしました。また、広域ごみ焼却施設の基本計画等総合支援業務でございますが、 

２７年度は、建設・運営の事業手法を検討するための民間活力導入調査や、施設の基

本計画の作成、環境アセスの現地調査等を実施したところでございます。 

次に、広域最終処分場建設の取り組みでございますが、建設へのご理解が得られる

よう、地元対策協議会との協議や、先進施設の見学会を実施しました。また、広域最

終処分場建設に係る基本計画等総合支援業務でございますが、２７年度は、施設の基

本計画の作成や環境影響評価の現地調査を実施したところでございます。 

また、計画地の測量業務でございますが、公簿面積１万４，５３３㎡の測量に取り

掛りました。この内、地元の建設合意が得られていないことを理由にご協力いただけ

なかった１，４９０㎡を除き、１万３，０４３㎡の測量を行ったところでございます。

なお、未実施分につきましては、地元の建設合意をいただき次第、速やかに実施した

いと考えております。 

 最後に地質調査でございますが、地盤の強度などを図るため、計画地内６か所の 

ボーリング工を実施いたしました。この結果、施設建設に必要な安定した支持層を 

標高２５ｍラインに確認したところでございます。 

議案第１号から第３号の補足説明は、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（石上允康君） 議案第１号から議案第３号までの補足説明は終わりました。 

ここで、監査委員を代表して、浅野勝義監査委員から、決算審査意見について、 

報告を求めます。浅野監査委員お願いいたします。 

○９番（浅野勝義君） 決算審査についてご報告いたします。 

平成２８年８月３日、東総地区広域市町村圏事務組合会議室において、代表監査委

員斉藤 馨氏と、私、浅野により、事務局立会いのもと、地方自治法第２９２条の規

定により準用する、同法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規定により、

平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合の一般会計、東総地区ふるさと市町村圏
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事業特別会計、及び一般廃棄物処理事業特別会計の歳入歳出決算並びに、ふるさと市

町村圏基金について、決算書及び関係帳簿、証書類を審査したところ、各会計の歳入

歳出決算は各帳簿との照合の結果、係数は正確であり、内容も正当なものと認定しま

した。また、証書類も整理されており、収入及び支出についても効率性を十分考慮し、

適正な執行がなされていました。基金については、その設置目的にそって適正かつ効

率的に運用されているものと認めました。 

東総地区広域市町村圏事務組合 監査委員 浅野勝義。 

 

                                         

議案質疑 

○議長（石上允康君） 監査委員の報告は終わりました。 

日程第７、議案の質疑を行います。議案第１号から議案第３号までの３議案を順次

議題といたします。質疑を行う前に予め申し添えます。質疑回数は、再々質問までと

なっております。質疑については、議案の範囲内とし、円滑な議事運営ができますよ

うご協力をお願いいたします。 

○議長（石上允康君） それでは、議案第１号について、質疑ありませんか。 

  笠原議員。 

○２番（笠原幸子君） ７ページの雑入の職員採用試験構成団体以外参加負担金は、３

市以外で採用試験の時に参加負担金をいただいたのが、八匝水道企業団と東総広域水

道企業団の９名分のことでよろしいですか。 

それと、１０ページ企画費の印刷製本費で、ふるさと東総の印刷費ですが、年１回

の発行だけですか。 

○議長（石上允康君） 笠原議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） まず、最初に雑入でございますが、職員採用試験構成団体

以外の内訳を申し上げますと、東総広域水道が応募者５人分、八匝水道が応募者６人

分でございます。負担金については、応募者数に応じて徴収しております。 

  続きまして、ふるさと東総の発行でございますが、年１回３月１日に新聞折込みで

各世帯へ、配付しております。 
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○議長（石上允康君）  その他に質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（石上允康君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２号について、質疑ありませんか。 

○議長（石上允康君） 苅谷議員。 

○８番（苅谷進一君） ふるさと市町村圏事業で基金がいくつかありますが、以前にも

基金の運用についての議論があったかと思います。決算書には、どこに何を運用して

いるのかが無いので、実際今どういう状況で、どの様に運用しているのか教えていた

だきたい。 

○議長（石上允康君） 鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） ふるさと基金の運用状況でございますが、基金条例に基づ

きまして、基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実且つ有利な方法

により保管しなければならないと規定されているところでございます。実際の運用状

況でございますが、大口定期預金、金額１千万円の口座を三つと、３千万円の口座を

一つ、四つの口座に分けて運用しているところでございます。その金利が年４万８千

円ほど付いている状況でございます。 

○議長（石上允康君） 苅谷議員。 

○８番（苅谷進一君） 以前は国債を購入して運用していた時期もあったと思いますが

今は金融機関に預金定期の形でお預けしている解釈でよろしいですか。このような低

金利の時代でありますので、運用先と利率がどの位で預けているのかお示しいただき

たい。 

次に、主要施策の成果の中でもご報告いただいた中学生海外派遣研修については、

非常に好評であり、生徒たちも大分喜んでいたということであります。以前の監査の

中でも続く限りやって行くという方針であったかと思いますが、現状の基金の残高と

比べて、今後の見通しとしては、あとどの位出来るものなのか、分かればお示しいた

だきたい。 

 それから、もう一つの一大事業であります銚子連絡道路の整備促進事業に関しまし

て、匝瑳市においては、現状の地図において、どこからどこまでが事業区間になって

いて、整備期間とか多々段階を見ている訳でありますが、この広域議会おいては、そ
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の地図が出て来て、どういう状況であるのか、今まで説明がなかったと思います。 

事業化とか色々着手している訳でありますが、匝瑳市で着工していない、ふれあい

橋の下から旭市八木までは正式なものがまだ纏まっていないのかなと思いますが、現

在、匝瑳市内でも徐々に纏まりつつあり、早く旭市さんまで到達しないと申し訳ない

なとの思いの中で、我々広域議会へも、地図でどういう形になっているのか、現状を

お示しいただきたいと思います。今ここですぐに出せますとはいかないと思いますの

で、管理者・副管理者でお話しをいただいて、こういう決算の時には、事業化になっ

ている地区の地図を参考資料として、開示していただくべきものであると思います。 

以上３点のご答弁をお願いします。 

○議長（石上允康君） 鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） 初めに基金の運用状況でございますが、１千万円の大口定

期は３口座ございまして、期間１年が年利０．０５％から０．０８５％となっており

ます。３ヶ月運用が０．０４５％の利率でございます。３千万円については、２年の

定期口座で、０．１％の年利でございます。運用先は、銚子信用金庫に定期１千万円、

ちばみどり農業協同組合に定期１千万円と定期３千円、銚子商工信用組合に定期１千

万円で３ヶ月運用ございます。 

続きまして、ふるさと基金があと何年位持つのかとのご質問と思いますが、このま

まの状態でいきますと、平成３４年度までは出来るものと考えております。 

最後に銚子連絡道路の状況ですが、ご存じとは思いますが千葉県が事業主体で工事

を進めているところでございます。今の進捗状況を確認したところ、横芝光インター

から匝瑳市までの５ｋｍについて、用地取得と盛土工事、市道交差点部分のボックス

カルバートの設置工事等を進めている状況でございます。また、国道１２６号線の八

木拡幅工事、全長約６ｋｍのうち旭市側３ｋｍにつきまして、用地取得と地盤改良工

事を進めている状況でございます。今後、進捗状況、図面等の提供については、事業

主体である千葉県と協議の上、出せるものは出していきたいと考えております。 

○議長（石上允康君） 苅谷議員。 

○８番（苅谷進一君） そうしますと、基本的には地元金融機関で運用していることで

あると思いますが、その後、証券会社等の信託を含めて、運用の検討はされたのか確

認します。低金利運用時代ですので、定期は確かに安心安全ではありますが、多少の
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運用の意図を持ってもよろしいかと思いますので、検討しているかどうかの確認をお

願いします。   

それから、中学生海外派遣研修については、このまま行けばと言うことでした。ふ

るさと市町村圏事業に関しては、たとえば広域事業体で行っている事業の中から、一

部こういう基金を捻出していこうというのも一つの考えであるのか、また、その部分

を各市から負担してもらうというのも必要ではないかと思うわけでございます。次世

代の子供たちを育てていくには、我々広域市町村圏組合も存在意識を持つためにも、

必要であるかと思いますので、そのへん、今後を含めた議論をしていくのかどうかを、

管理者からお答えいただければと思います。今の段階から方針を出していただきたい

と思います。 

３点目の銚子連絡道路ですが、確かに県が事業主体ではございますが、我々が事業

負担をして、こういう促進同盟の会場を設け、みなさんが奔走して設営している訳で

ございます。一日も早く、銚子市、旭市、匝瑳市の観光を考える上でも道路の充実は

必要であります。県の事業と言いつつ、市が協力しなければ、この事業は成り立たな

い訳であります。我々議員は市民の代表であります、その市民の代表がこういう事を

市民に説くのも必要であります。その上では、図面があるのが一番分り易い、十分ご

理解いただいて検討いただきますよう、強く県へ申し入れていただきたいと思います

ので、その点をお願いいたします。 

○議長（石上允康君） 苅谷議員の再々質問に対する当局の答弁を求めます。 

  明智管理者。 

○管理者（明智忠直君） 私の方から中学生の海外派遣について、お答えをしたいと思

います。議員がおっしゃいましたように、これから時代を背負って行く地元の中学生

の皆さん方が、色々な視野を広めて、海外のことを知ってもらうというのは、非常に

大事ではないかと、正副管理者同士でも話し合っているところであります。 

まだ６千数百万円の基金がありますが、今後どうするかと言うことは正式には議論

しておりません。ごみ焼却場が出来て、売電などいろんな予算も捻出できるのではな

いかとの思いもありますが、基金が無くなったら、３市で負担してでも中学生の海外

派遣は行っていこうと内々では話し合いをしているところであります。 

いずれにしても、あと７年位は基金でやれるということですので、その時期が来た
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ら議会の皆さん方とも話し合いながら、この事業をどうしたら良いのかしっかりと見

つめて行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（石上允康君） 鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） 先程の基金の運用関係でございますが、過去にそういう話

があったということは聞いておりましたが、私が来てからは検討を行ってはおりませ

んでした。申し訳ありませんでした。 

  それと、銚子連絡道路の図面ですが、毎年地区大会の際に簡易的な図面は提示して

おりますが、もう少し細かい図面と言うことでしょうか。その辺は、強く県の方へ要

望して参りたいと考えております。 

○議長（石上允康君） 他に質疑はございませんか。 

  笠原議員。 

○２番（笠原幸子君） 何点か伺います。職員研修のことですが、この研修を行っての

成果ですね。昨今の職員の不祥事は誠に残念なことではあります。通り一遍の研修だ

けではなく、職員のモチベーションが上がるような、倫理観が高まるような研修をぜ

ひお願いしたいところですが、この研修を実施しての成果などは、どのようなものが

あるのかが１点。 

  あと、中学生の海外派遣については、非常に有意義なものであると、私も評価いた

します。その中で、大勢の子供たちが参加できるような取り組みをしていただきたい

のですが、参加するにあたって、自己負担はどれ位あるのか伺いたいと思います。 

○議長（石上允康君） 笠原議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） まず、職員研修に関する成果ですが、研修の終了時に受講

者に対してアンケートを取っております。このアンケートを基に、来年度以降に活か

せるものは採り入れるよう、構成３市の担当者と共に毎年協議をしているところでご

ざいます。 

  次に、中学生の海外派遣研修でございますが、一人あたり参加費６万円をいただい

ております。大体、渡航費の３分の１程度になります。また、人数の３０名でありま

すが、海外ですので危険を伴うことも想定しております。我々事務局と先生方が随行

で行っておりますが、この７名では、３０名が精一杯かなと考えております。 
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○議長（石上允康君） 笠原議員。 

○２番（笠原幸子君） 職員研修につきましては、基本コースやキャプテンシーなど、

色々コースがあると思いますが、ぜひとも倫理観が高まるような研修を織り込んでい

ただきたいところです。 

  それと、子供たちの海外派遣研修の参加費、自己負担が結構高いという印象があり

ます。中には語学研修ということで、できれば参加したいけど、この自己負担があっ

て・・というお子さんの希望に沿うように、本人にやる気と語学力があるということ

で採っていただければと思います。この自己負担については、各市でプラスアルファ

するということは無いのでしょうか。 

○議長（石上允康君） 鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） 基本的には、この基金の中で、やはり受益者負担というこ

とで６万円負担いただいております。今のところ事務局へは、その様な意見は届いて

いないのが、実情でございます。 

○議長（石上允康君） その他に質疑はございませんか。 

  地下議員。 

○３番（地下誠幸君） 主要施策の成果の中で、職員採用試験の職種で、保育士職と、

保育士職・幼稚園教諭職とあるが。 

○議長（石上允康君） 鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） 職員採用試験の職種ですが、保育士職は保育士の資格を有

するもので、保育士職・幼稚園教諭職は両方の資格を有するものです。 

○議長（石上允康君） 地下議員。 

○３番（地下誠幸君） 銚子連絡道路の整備促進事業で、銚子、旭、匝瑳と毎年持ち回

りで整備促進地区大会を開催おりますが、一般の市民からは、いつになったら道路が

出来るんだ。東総地区は千葉県の陸の孤島じゃないかとの声があります。そのような

中でスピーディーに要望活動をしながら、道路計画を訴え、早期に整備をして行かな

くてはならないと思います。地区大会は毎年平日に開催されておりまが、参加者をみ

ますと、議員、地元商工会関係、建設関係の方々が大半であります。一般の市民がも

っと参加できるように、広報紙等でもっと周知したらどうか。 

また、管理者・副管理者で国会議員や各省庁に陳情に行っていただいておりますが、
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東広圏や各市の議員さんも交えて、もっと強く要望活動をして行かなくては、いつま

でたっても陸の孤島のままになってしまいます。今後は少しやり方を変えて行っては

どうかと思いますがいかがでしょうか。 

○事務局長（鈴木浩昌君） まず、銚子連絡道路の地区大会の市民への周知でございま

すが、各構成市の広報紙で周知を行っております。また、土日の開催については、正

副管理者と相談しながら検討して参りたいと思います。 

あと、整備が遅いとのことですが、県へ確認したところ、用地取得が遅れていると

聞いております。県・国対しましては、予算を付けて事業を進めて欲しいと強く要望

している状況であります。 

○議長（石上允康君）  その他に質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（石上允康君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３号について、質疑ありませんか。 

○議長（石上允康君） 笠原議員 

○２番（笠原幸子君） まず、２８ページの支出の部分の不用額１，６００万円の理由 

を伺います。次に、３３ページの負担金、補助及び交付金の野尻町地区広域ごみ焼却

施設地元町内補助金は、いつ出しているのか。あと、地元の説明会について、進捗状

況を伺います。 

○議長（石上允康君） 笠原議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） まず、委託料の不用額の中身ですが、２６年度から繰越を

行った処分場に係る三つの事業の契約執行残でございます。内訳を申し上げますと、

基本計画等総合支援業務の執行残が約１７６万４千円、測量調査業務が６５３万７千

円、地質調査業務が４８０万４千円の執行残が生じております。 

  続きまして、野尻町地区の補助金の支出時期ですが、年度当初に各町内ごとに事業

計画、交付申請を出していただいて、概算交付を行い、年度末に精算という流れでご

ざいます。 

あと、地元の説明会の状況ですが、野尻町地区に関しましては、対策協議会４回、

先進施設の視察が１回、個別の町内ごとの説明会で、野尻町が２回、小船木町が２回、
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長山町・白石町が各１回。その他に、個別の町内会の先進施設の視察が三門町・小船

木町が各１回でございます。また、処分場の森戸町地区に関しましては、対策協議会

を６回、うち１回が先進施設の視察でございます。その他、消防団・青年団への説明

会が１回、それ以外に全戸訪問の形で各世帯を回って説明に行っております。  

○議長（石上允康君） 笠原議員。 

○２番（笠原幸子君） 測量の不用額があるとのことですが。主要施策の成果の中で、

協力を得られなかった部分を除いて地質調査などを実施したとのことですが、協力を

得られなかった部分は、全体の何％位になりますか。 

○議長（石上允康君） 鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） 処分場の測量で、地元の合意がないと立ち会いできないと

いう方がいらっしゃいました。その隣接地が自動的に測量できないため、２名２筆で、

その面積は１，４９０㎡、約１割でございます。 

○議長（石上允康君） 笠原議員。 

○２番（笠原幸子君） このあいだ最終処分場の現地を見させていただいて、高圧線の

電線と鉄塔を動かさなければならないというようなお話がありました。それが起きる

と、また、お金が掛かるのではないかと思いますが、それについての計画はどうなり

ますか。 

○議長（石上允康君） 鴨作施設整備課長。 

○施設整備課長（鴨作勝也君） ただ今の高圧線のお話ですが、基本計画を作成してい

る段階で、施設の端の方が若干、高圧線の下に架かるのではないかということで、東

京電力と協議をしているところです。鉄塔は動かせませんので、施設を若干ずらさな

くてはならないのか、コンサルと詰めているところでございます。 

○議長（石上允康君） 苅谷議員。 

○８番（苅谷進一君） このあいだ匝瑳市が先行して現地視察をした時に、送電線は大

丈夫だというのがあの時の見解ですよね。大丈夫だが、もしかしたら検討しなくては

ならないというのは、報告義務が足らないと思いますので、内容が変わったらちゃん

と報告してください。あの時、保安距離があるから、それを保たないとだめだと言っ

たら、大丈夫だと言ったよな。保安距離の法律は守っていただきたい。送電線を動か

すとなったら億の金が掛かりますからね。再度確認して、改めて報告をしてください。 
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  それと、決算の内容の中で、前に１町内が補助金を貰ってなかったのがありました

ね。あれはどうなりましたか。遡って払ったのか、その時点から払ったのか。確認さ

せてください。 

  ２点目ですが、最終処分場やごみ処理場の件について、地元住民へ説明をして、ア

ンケートも取ったと思います。総合的な地元の温度を我々議員も把握する上では、レ

ポートを纏めていただかないとまずいと思います。先日、私も野尻町地区対策協議会

に参加させていただきましたが、会議の雰囲気も判り大変良かった。このような会議

のレポートも我々議員へ、出していただいた方が、理解を得る上では非常に良いと思

います。主要な成果と共に、現状のレポートを今後出していただきたいと思いますが、

いかがですか。 

○議長（石上允康君） 鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） まず、野尻町の補助金の関係ですが、昨年１箇所未支給の

ところがありましたが、その後、申請のあった時からその年度分を今年１月頃に支給

しております。地元町内会との協議状況については、正副管理者とも協議の上、概要

に纏めまして、速やかに情報提供したいと思います。 

○議長（石上允康君） 苅谷議員。 

○８番（苅谷進一君） 我々議員も先日、渋川市の最終処分場の視察を行いましたが、

私自身も非常に良い施設であると思いました。あの場では、色々論議したと思います

が、最終的には報告会ではないにしても、きちっと首長さん方とも論議して、方向を

出して、コンサルさんに方針を出してもらおうかと持っていけば、ある程度の形が取

れるのではないかと思います。 

そういう場を今後考えていただくかどうか、正副管理者とも協議いただいて、我々

も視察した以上は、きちっとレポートにして。今は、どこの議会も報告がないとか、

お金を使いすぎるとか色々ある訳でございます。より充実した予算の執行のため、市

民に理解を得るためにも必要であると思いますので、その辺ご理解いただいて、お答

え願いたい。 

○議長（石上允康君） 鈴木事務局長。 

○事務局長（鈴木浩昌君） これまでの状況等を精査し、資料に纏めまして、早いうち

に全協等で説明させていただきたいと思います。 
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○議長（石上允康君）  その他に質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（石上允康君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

                                         

討論、採決 

○議長（石上允康君） 日程第８、議案に対する討論、採決を行います。 

お諮りいたします。この際、議案第１号から議案第３号の討論を省略し、直ちに採

決いたしたいと思いますが、これに、ご異議ありませんか。  

（「異議あり、討論します」の声あり） 

（「事前通告はあったのか」との声あり） 

○議長（石上允康君） 暫時休憩いたします。 

（休憩中、「組合議会では匝瑳市議会会議規則を準用しているが、討論は通告制 

になっており、事前に通告が無ければ討論できない」との声あり） 

○議長（石上允康君） それでは、再開いたします。ただ今の討論につきましては、匝

瑳市議会会議規則の例によって、事前通告とのことですので、討論は省略したいと思

います。 

（「匝瑳市議会の会議規則をいただきたい」との声あり） 

○議長（石上允康君） 会議規則は後日、事務局から提出させます。 

それでは、これから採決をいたします。議案第１号、平成２７年度東総地区広域市

町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について、原案のとおり認定することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

○議長（石上允康君） 挙手全員であります。 

よって、議案第１号は、原案のとおり認定されました。 

続いて、議案第２号、平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさ

と市町村圏事業特別会計歳入歳出決算の認定について、原案のとおり認定することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

○議長（石上允康君） 挙手全員であります。 

よって、議案第２号は、原案のとおり認定されました。 
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続いて、議案第３号、平成２７年度東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、原案のとおり認定することに賛成の方の

挙手を求めます。 

          （挙手多数） 

○議長（石上允康君） 挙手多数であります。 

よって、議案第３号は、原案のとおり認定されました。 

本日の議事日程は、すべて議了いたしました。 

これにて、平成２８年９月東総地区広域市町村圏事務組合議会定例会を閉会いたし

ます。 

本日は、ご苦労様でした。 

 

 

午後３時２０分閉会 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

東総地区広域市町村圏事務組合議会  議  長   石  上  允  康 

 

議  員   滑  川  公  英   

 

議  員   景 山  岩 三 郎 

 


